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はじめに

1990年代まで明清期の園際関係は、「朝貢システム（TributarySystem)< 1 ＞」によ

って概括されてきたが（2）、近年では明清聞の幾化を念頭に、明代の「朝貢一元種

制（3）」、清代の「互市（4）」などの要素についての分析が試みられている。これら中園

王朝側の交易管理髄制を中心とした議論により、清代と明代の封外交易管理鵠制が全

く異質なものであったことが明らかになったが（5）、一方、奮明領における政治的な

封外関係についての、清朝皇帝は朝貢・茄封僅制の中心に位置する明朝を繕承したい

わゆる「中華皇帝」であり、清朝自身もおおむねそのような意識のもとに行動したと

いう認識（6）は更新されていない。

清朝自身はむしろ「大義貴迷録」に言及される遁り、元朝を模範としていたのだ

が（7）、確かに明代同様、周法の園々から朝貢を受け、加封を行い、よく似た漢文の

語葉や作法を用いた。清朝は、 1644年、明朝の自壊に乗じて北京に入ったのち、三藩

の首し鎮竪までの40年近くをかけて奮明領のすべてを接牧し、同時に奮明領をめぐる園

際関係も同牧した。境界も明清聞でおおむね愛動がない。朝鮮との聞で朝貢珊封闘係

を築いていた清朝は、入闘賞手刀から明朝の園際関係、をそのまま踏襲し、奮明領周蓬諸

園に封し明朝同様の形式を用いるつもりであったのだろう。しかし、明朝同様の形式

を踏襲することと、賓際にいかなる封外的な態度をとるのかは、自ら異なるそた元の問

題である。では、清朝は、いかなる政策基調によって蓄明領の針外関係を運用してい

ったのだろうか。

本稿では上記の問題意識を軸に、清朝の奮明領における園際関係についての政策基

調を時系列に沿って、以下の三節にわけで概観する。第一に、入闘から三藩の首L鎮墨

までの、明朝の園際関係を同牧・更新してゆく過程をとりあげ、清朝が明朝から何を

縫承したのかを検討する。第二に、 1680年代の海開設置以降の針外関係を取り上げ、

清朝の奮明領における封外政策基調がいかなるものであったのかを検討する。第三に、

明代以来の領域内の他者であるマカオ（Macau）への態度を検討し、 19世紀中葉以

降の髪、動の淵源となる西洋諸園への封謄について概観する。
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本稿は新出史料を用いて新たな事賓の賓詮を行うものではない。むしろ、嘗事者隻

方の史料を駆使して蓄積されてきた清朝と特定の勢力とのこ園間関係を中心とする重

厚な先行研究の成果を利用して、奮明領における清朝の封外政策を、入闘からアへン

戦争（theFirst Opium War）をはじめとする這光年間以降の園際環境愛容までの

賓際の具骨量的な封患を逼時的に分析するなかから明らかにしようとするものである。

同時に、近年、進展著しい清朝の北部・西部における統治・釘外関係についての研究

成果と比較可能なかたちで奮明領における清朝の封外政策を提示しようと試みるもの

でもあるは）。

第一節 明清交替と奮明領園際関係

( 1 ) 明代朝貢珊封関係の繕承

清朝が奮明領における園際関係と接鰯したのは、 1647年の幅州、出領時、南明隆武政

権への安南・琉球の朝貢使節を拘束した時のことである。この時、清朝は、彼らは

「代々中園へ仕え、朝貢を行ってきたー・明から輿えられた封詰印款を提出し、使節を

北京まで透れば、依然と同じように加封を行う （「世世臣事中園、遺使朝貢・・・可将古

明所給封詰印敷，遣使費途来京，月失意照蓄封賜（9）。」）」として、従前の国際関係を、

そのまま踏襲する意志を示した。明清期の主要朝貢珊封園をみると、清朝が最終的に

明末の園際関係をおおむね継承したことを確認できる。しかし、賓際に清朝が踏襲の

意志を示してから清朝皇帝によって朝貢園王の珊封が行われるまでには、それなりの

時間を経ており、清朝は明領域接牧と同時にそのまま奮明領の園際関係、を接牧したと

は言い難い。では、周遁諸園はどのよっな過程を経て清朝に朝貢し、加封されたのだ

ろうか。以下、琉球、安南、進羅の事例を確認しよう 。

表 1 明清東南主要朝貢園（10)

園名 明への入貢開始年 明への最終入貢年 清への入貢開始年 清による加封年

朝鮮 洪武二年（1369) 崇頑九年（1635) 崇徳二年（1637) 崇徳二年（1637)

琉球 洪武五年（1372) 南明隆武元年（1646)順治八年（1651) 順治十一年（1654)

安南 洪武二年（1369) 南明隆武元年（1646)順治十八年（1661) 康照六年（1667)

占城 洪武二年（1369) 嘉靖二十二年（1543)
－－－－－－－一一 -------選羅 洪武四年（1371) 崇頑十六年（1643) 順治十年（1653) 康県十二年（1673)

日本 溢武七年（1374) 嘉靖二十八年（1549)
－－－－－－一一 ー一一一－－一爪庄 洪武五年（1372) 弘治十二年（1499)
－－－一一一一 ー一一一一一員臓 洪武四年（1371) 弘治十二年（1499)

一一一一一一 一一一一一－－コイ弗斉 洪武四年（1371) 洪武十年（1377)
－－－一一一一

湖泥 洪武四年（1371) 洪照元年（1425)

一一一一一一－－ 一一一一一一蘇門答刺 永梁＝年（1405) 成化二十二年（1486)
－－－－－－一一 一一J 一一一

j前刺加 永集三年（1405) 正徳十六年(1521)
－－－－－一一 J 一一一一一
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日宋 ｜洪武五年（1372)

蘇帳 ｜永集十五年（1407) ｜永築二十一年（1413)I薙正四年（1726)

南掌 1 _________--I一一一 一一一｜薙正八年（1730) ｜乾隆六十年（1795)

緬旬 し 一 一 一 一 一 一 L一一一－－－－ 1乾隆十六年（17s1) I乾隆五十五年（1乃0)

荷蘭園 ｜ 一一一一－－－－ I －－－－－－－－－－一一｜順治十年（1653)

博爾都嘉利亜園

意達利亜園

英吉利園

1.琉球

康照六年（1667)

薙正三年（1725)

乾隆五十八年（1793)

琉球使節は、清朝軍の福州、出領時、拘束され、北京へ蓮行された。その後、たびた

び、清朝への朝貢を求められたが、琉球王朝側は南明政権との関係を維持しており、琉

球王朝が朝貢の封象として清朝を選揮するのは1649年の招諭使の渡来時である。 1654

年には琉球からの明代の王印返還を受けて、琉球園王の珊封が決定されているが、三

〆藩の語しに際しても琉球は清朝と靖南王取精忠の雨者と蓮絡を保持するなど、多方面外

交を行っていた。結局、琉球と清朝の関係が安定するのは1680年代のことであった (11）。

明清交代において、琉球側は清朝を直接的脅威として認識し、清朝が朝貢園琉球に

鱗髪清服を強制するなど強い影響力を行使すると考えていた。明朝は朝貢園の王に封

し、園王印とともに明服を下賜し、服装を明風にすることを求めており、清朝が同様

に琉球に清風の風俗を要求する可能性は、明代の朝貢珊封の論理からいえば十分にあ

りえた。そのため、薩摩藩と江戸幕府は議論の末、清朝が琉球に射し繍髪を強制した

場合、琉球を従わせることにしていたが（12）、結局のところ、清朝側の要求は規定逼

りに朝貢を行うことのみで、琉球への介入は、日本との関係も含め、全く行われなか

った（13）。

2. 安南

安南察朝・慶南院氏・高平莫氏の三つの王権が存在していた安南では事情は複雑で、

あった。 1647年、安南察朝は清朝からの朝貢要求を無視し、南明永暦政権から珊封を

受けた(14）。 1541年に明朝から安南都統使に封じられていた莫氏も南明永暦政権との

関係を績けている。永暦政権が緬旬園境附近へ移動し、清朝と安南北部が領域を接す

るようになる1659年年末までは安南北部の諸王権と清朝の直接交渉は行われなかっ

た(15）。 1659年、永暦政権が弱髄イとすると、高平莫氏は庚西に侵入したが、虞西を接

牧した清軍に撃退される。この「謝罪」のために莫氏は遣使を行い、明朝同様自らを

「安南都統使」として認めるよう求めた。清朝がこれを認めると、安南察車月も清朝へ

の接近を開始し、 1660年の永暦政権滅亡後、清朝に入貢した。1663年には北京に使節

を派遣し、さらに清朝側の要請に従って永暦年競の入った印敷を清朝へ提出し、珊封

を求めた。 『大越史記』では、 1644年以降、清朝と南明政権の年競を併記していたが、



1668年から康照年競に統ーした。これは、前年に清朝から安南園王として加封を受け

たことに封嬉したものであろう（16）。安南察朝は、清朝からの班封を受けた直後、莫

氏政権を攻撃する。莫氏からの救援要請を受けた清朝は安南繋朝に封し、攻撃前に清

朝に事前逼告を行わなかったことを詰責し、莫氏の領土を返還することを安南に要求

した（17）。清朝側では禁朝・莫氏雨者の併存を前提としていたのである。

1677年、清朝は安南察朝に、呉三桂挟撃を要請する。これに封し禁朝は、莫氏が央

三桂と結んで、清朝に敵封したと稽して、ふたたび、莫氏を攻撃した。莫氏政権は壊滅し、

高卒都統使莫元清は清朝虞西嘗局へ保護を求めた。この時は清朝は莫氏一族を安南察

朝に途還し安南情勢の現状を追認した。以降、安南における清朝公認の王権は察朝の

みとなった。

虞南院氏は、清朝と直接領域を接することはなかったが、 1669年以降、たびたび、虞

南園と稽して海路庚州より清朝へ入貢した。その際、園王として珊封するよう主張し

たが、清朝側はこれを却下し、虞東において交易が行われるのみとなった（18）。以降、

安南と清朝の関係は安定し、繋氏の滅亡まで大きな問題は護生しない。

3.遅羅

清朝の鄭氏曇i脅との戦闘の繕績と、海禁政策により、進羅と奮明領の民間交易はほ

ぼ途絶したが、清朝は逗羅との交易を朝貢使節の附帯貿易に限定して認め、進羅側で

もこれを承諾して使節を透った。 1652年、濯羅の清朝への最初の使節が慶東へ到着し

たが、選羅からすれば、中園側の王朝が援わっただけで、以前どおりの貿易保件の遁

用を求めることがこの年の使節の役割であった（19）。

この問、交易の横大について逗羅・倫可喜・清朝中植の聞で交渉が行われたが、明

代の王印返還や、加封が問題になった形跡はない。雄部はしばしば這羅使節の持参し

た貢物が規定に不足していることに言及したが（20）、康照帝はとくに問題現せず、康

照十二年、アユタヤ（Ayutthaya）のナーラーイ王（SomdetPhra N arai）を逗羅

園王に珊封する（21）。

このように清朝の奮明朝貢園への態度は、清朝に朝貢を行い、明代の王印を返還す

れば、その時の園際環境を追認することを基調とするもので、介入はほとんど行われ

なかった。朝貢・珊封によって関係、が安定するという経過を含め、朝貢園側の嘗事者

も、清朝との関係は明代のものを踏襲していると認識していたと思われる。しかし、

東南沿海において、明代と清代のあいだで決定的に園際関係上の位置が異なる地域が

存在する。聖j管である。

( 2) 明清交替と曇湾

明朝は曇i皆、本島に影響力を及ぼしていなかった。明末、 j彰湖諸島が海賊の巣窟とな

り、その後、 1622年ごろからオランダ（Republiekder V erenigde N ederlanden) 

が彰湖を起黙に幅建商人と交易を行うようになると、明朝はj彰湖諸島を海防上の重要

。。
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地黙と考え、 1624年、 j彰湖からの撤退を求めて武力行使のかまえを見せた。このため

オランダは援黙を憂湾へ移し、明朝も曇j脅におけるオランダの援鮎建設を問題視しな

かった（22）。その後、明朝は崩壊し、福建沿海では鄭成功政権と清朝の抗争が績く 。

この時、オランダの牽湾嘗局と鄭成功政権の関係は良好で、あったが、南京攻略失敗な

どから鄭成功政権が憂湾での援黙確立を目指して動き出すと、オランダとの関係は悪

化した。 1661年に鄭成功は牽湾南部のゼーランディア城（FortZeelandia）を陥落

させ、オランダを排除したうえで牽湾経営を開始した（23）。

鄭氏政権は畳i轡間後を進める一方、清朝との聞で戦闘と並行して和平交渉を行った。

この聞の雨者の主張は、大枠以下のようなものである。まず、清朝は鄭氏政権中植以

下、すべての牽湾の漢人男性は「中園人」であることから「薙髪（髪を剃りおとすこ

と）」して燐髪にすることを求めた。清朝は属人的な要素から憂湾は清朝の影響下に

あるとしていたのである。一方、鄭氏側では、「東寧（憂湾）」は彼らが新規に開拓し

た土地であり、「版園之中」ではないことから、「朝鮮事例」に準じて「朝貢」を行う

ことを主張した（24）。鄭経は「日本・琉球・呂宋・虞南も服属していない」ことを強

調し、清朝への「服属」を拒否していた（25）。雨者の聞で妥協は見られず、結局、清

朝による憂湾武力占領によって、 1683年、鄭氏政権は降伏し、鄭克壌は「宵lj髪」して

北京へ途られた。

よく知られるように、鄭氏降伏直後、清朝内部にも憂醤放棄論が存在した。明代の

憂湾は一貫して明領の外部、すなわち「版園」の外にあったし、さらにその占領・経

営に関わる費用は大陸側で負指する必要がある、というのが放棄論の根擦であっ

た（26）。 一方で、幅建・贋東から移民した牽湾の漢人住民の蹄属は看過しえない問題

であった。彼らを海外の華人同様、「化外」として放置することもできた（27）。しかし

幅建に近い牽湾を放棄すると豊湾自龍が「賊巣」となる懸念もあった（28）。憂湾の錆

属は、明代の園際関係、をそのまま踏襲しては解決できない問題であったが、最終的に

属人支配の論理と安全保障上の要因、憂j管経済の護展可能性を理由に、一府三勝の設

置と漢人男性に封する燐髪の強制が決定された（29）。

( 3) 明清交代による中国東南沿海園際秩序の饗化

憂i脅を版園に含んだことを除けば、清朝は明朝の東南沿海園際秩序を結果的に踏襲

した。しかし、清朝は、自ら明朝のものを踏襲するとは明言していないし、管見の限

り、内閣をはじめとする明代の制度を踏襲するときに用いられる「照故明例」に類す

る表現を、園際関係においては用いていない。また、明代の加封園に釘しては明朝か

ら賜奥された王印の返還を求めているように、清朝は明朝の園際関係を更新する姿勢

を示している（30）。

さらに注目すべきは清朝の朝貢珊封関係が、明代の延長ではなく、 1637年以来の朝

鮮と清朝の関係（「朝鮮事例」）をモデル（model) として展開されたことである。清

朝は斯江・幅建の接牧に件い、琉球・安南・逗羅・日本などが朝貢を希望した場合
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「朝鮮同様に優待する」としていた（3九 前惑のとおり鄭氏憂選もま た「朝鮮事例」

による取り扱いを要求しており、清朝が明朝の園際関係を同牧するに嘗たり、「朝鮮

事例」を清朝との園際関係、の基準として採用することが共逼認識として存在したと考

えられる。では、「朝鮮事例」とは具種的にいかなる扱いなのかが問題となるのだが、

鄭氏の主張とそれを受けた康照帝の上諭によれば（32）、おそらく 「薙髪＝瞬髪をせず

に（＝服制を共有せずに）、朝貢すること」であろう。この貼において、明朝の朝貢

加封関係との相違が明らかである。

明代の朝貢加封関係、確立の際、珊封した王には冠服が授奥された。それ故に、清朝

が琉球に封して進貢をもとめた際に、琉球および、薩摩藩・徳川幕府は瞬髪強制への封

患を議論したのである。しかし、清朝の提示した朝貢加封関係に、服制の共有は合意

されていなかった。むしろ、服制は清朝領域の内外を分かつ重要な指標となったので

ある。

鄭氏牽i脅の降伏候件のひとつとして重視されたのは薙髪であった。それは、清朝に

とって、朝鮮は「従来所有之外園（33）」であったが、鄭氏蓋i轡の政権中植及ぴ憂i管開

護に携わる人々が幅建・虞東出身の「中園之人」である以上、続順し、薙髪すること

が嘗然とされた。憂i饗は地理的には「版園之外」にあるという認識は、清朝側にも共

有されていたが、属人主義的な観貼から、牽i管と朝鮮は同列に論じることができない

ものであった（34）。このような「中国之人」二燐髪二清朝領域という認識は、結果的

に清朝領域の内外を聯髪という属人支配的論理によって明確に分かつこととなる。嘉

慶初年、海賊問題が護生した際、その海賊の一部が線、髪であったことから、彼らは外

園（ここでは安南）から来たものであると認識されるなど（35）、清代中期においては

瞬髪の有無が、内外を分ける重要な指標となっていた（36）。このことは、 1681年以降

の海関設置が、内外を分かたない経済論理によっていたこと（37）と封照的であるとい

えよう。清朝は明朝から支配領域を引き繕いだときに、その領域を所輿のものとし、

同時に属人支配論理により明代以上に、その境界を明確なものとしたのである。

第二節 「沈黙外交」と「十全武功」のあいだ

三藩の露しの鎮堅と鄭氏牽湾の降伏により、清朝は東南沿海における安全保障上の問

題をほぼ解決し、明代以上に境界を輩固なものとした。同時に海闘を設置し、朝貢附

帯貿易の免税子績きを除き、徴税以外の貿易への介入すら行わなくなったことはよく

知られてい次では、この問、奮明領に関係する海外側の事情にどのように封癒した

のだろうか。ここでは、介入した場合と介入しなかった場合の事例を取り上げる。

( 1 ) 介入を行わない場合：「沈歎外交」

1. 日本

日本との交易は、 18世紀初頭においても長崎を逼じて一貫して穫いていた。 1715年、
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日本側では銅の輸出制限を目的として、新井白石主導で「信牌」の護行による貿易船

の来航制限が課された。いわゆる「正徳新例」である。この時、清朝i折江嘗局は、華

人商人が日本の年披の入った公式文書を受領することの可否を康照帝に尋ねたが、結

果として、康照帝は、この信牌は公式な文書ではないとして、その受領を問題としな

い。そこに至るまでの過程を岩井茂樹は「沈歎外交」と稽して以下の様に分析してい

る（38）。

清朝はある程度貿易制限が行われでも、信牌問題で貿易を途絶する気はなかったし、

日本側でも清朝と書類上の問題で紛糾するつもりはなかった。雨者の利害は合致した

が、この時、雨者の官憲は相手に封して直接の主張を行うことは全くなかった。すべ

て商人と通事が現地でそれぞれの利害に基づいて交渉を行ったのであり、公的には沈

歎が貫かれていたのである。

2. オランダ領東インド（Neder lands-Indie) 

南洋貿易にもまた、 1680年代初頭の海関設置以降、清朝政府による介入や巌格な管

理はなされなかった。1717年の南洋海禁により、海外渡航が禁止されることはあった

が、そもそも南洋海禁の意園は針ジュンカゃル（Dzungar）戦争の環防措置にあり（39）、

必ずしも巌格な貿易管理を目的としていたわけではない。賓際に、南洋海禁は幅建j責

東の経済活動の大きな障害とはならず、 10年ほどで解除されてしまう（40）。

一方、貿易の針子園側には、清朝の介入の可能性を高めるような事件がいくつか後

生した。たとえば1740年に護生したジャワ (Java）の華人虐殺事件である （41）。 事件

の護生が清朝の政策捨嘗者間で知られたのは、署幅建線、督策拐の貿易停止の提案によ

ってであった。これに針し、雨虞線督慶復は、相手側の態度の改善と虞東における経

済的利害をもとに、貿易の繕績を主張した（42）。 乾隆帝は、この上奏を受け入れ、貿

易の繕績を認めた。この時も清朝は、華人商人の費す情報をもとに針嬉を行っており、

オランダ側と折衝を行っていない。

3.濯羅・蘇旅

進羅においても、清朝の介入を呼び込む要素が全くなかったわけではない。清初以

来、「進貢にhimkong）」を行っていたアユタヤ朝は1767年のビルマ軍の侵入によ

り壊滅した（43）。その混乱を牧拾したのはアユタヤ朝の武将ターク・シン（Taksin)

であったが、 1768年に彼が清朝に加封を求めた際、乾照帝は、ターク・シンの珊封申

請を「先王の係累を探さず、自ら即位するとは借越である」と問題視した（44）。その

後、「安南同様、易姓は珍しくなし3」としてターク・シンを「園長」に認めたが、結

局、珊封は行われなかった（45）。1782年にターク・シンを慮刑して即位したラーマ一

世（RamaI) が珊封を申請した際には、彼をターク・シンの「息子」として特に問

題視せず珊封を認めている （46）。この一連の交渉も、すべて遅羅の王権が派遣した華

人商人の子で行われ、王権同士の直接交渉は行われていない。
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東南アジア島l興部（MaritimeSoutheast Asia）唯一の朝貢園である蘇旅（The

Sulu Sultanate）においてはむしろ積極的に清朝の介入が要請された。蘇綜王国は、

スペインのマニラ政磨、と長らく抗争を績けており、清朝の版固に入ることを求めてす

らいる（47）。この要請を清朝は無視したが、やはりこの時の交渉も、蘇緑で活動する

華人商人の子で行われた。

結局のところ、清朝は海を挟んだ、日本以南のすべての王権に封し、仲介する華人

商人の設明をそのまま受け入れ、介入について深く議論しなかった。績いて、賓際に

介入が行われた事例を見ょう。

( 2) 介入を行った場合：「十全武功」

j青代における東南境界への派兵は乾隆年間に行われた。それらの派兵は、乾照帝自

身によって「十全武功」に含まれている。「十全武功」のうち、 1755年からのジュン

ガノレ遠征は成功をおさめ、西北における清朝の安全保障は確固たるものとなったが、

一方、東南における緬旬派兵と安南派兵は、戦闘終了後に相手固からの朝貢があった

が、賓際には敗北であったとされる。では、これらの武力行使はいかなる論理のもと

に行われたのだろうか。

1.緬旬（ビルマ Burma)

1660年、南明政権の永暦帝を清朝に突き出したのは、タウングー（Taungoo）朝

ビルマであったが、その後、タウング一朝と清朝との交渉は行われなかった。 18世紀

にはいり、雲南茂隆で銀の護掘が始まり、雲南・江西・湖虞・貴州などから漢人が流

入すると、境界域のビルマ系土司との関係が問題となった（48）。清朝雲南嘗局は1750

年代以降、ビルマ系土司がたびたび、雲南領域内で、略奪を行うことを問題親していた。

さらにその後成立したコンパウン（Konbaung）朝による境界域における勢力蹟大を

懸念し、清朝は1765年から計四同の派兵を行った。戦局はヒ、ルマ側の有利に進み、

1768年には雲貴娘、督明瑞が戦闘に敗れ、自殺した。翌年、停恒・阿桂らが派遣される

が、敗北し、停恒らはビルマ側と停戦協定を結んだ。 1776年、南掌・逗羅などが清朝

に朝貢したことを受け、コンパウン朝は清朝に園交改善交渉をもちかけたが、決裂し

た。 1787年、コンパウン朝ボードーパヤー（Bodawpaya）王は1768年の戦闘の際に

捉えた清朝官員を途還し、さらに朝貢使節を派遣した。乾照帝はヒ、ルマ側からの使節

派遣を受け入れ、 1790年、ボードーパヤー王を緬旬園王に珊封し、紛争は終結した（49）。

嘗初、ビルマへの派兵は雲南・ビルマ園境附近の安定を目的としたものであったが、

ビルマ内部で、の混乱が牧まると、 1767年までには園境附近の土司による略奪は行われ

なくなり、交易がおこなわれるようになっていた。それでも清朝側の要請を無視した

として雲貴線督楊麿唱が1767年に派兵を「問罪之師」としたことが戟役長期化の理由

であった（50）。「天朝」の「問罪之師」には相手方の謝罪なくして矛を牧める理由がな

かったのである。
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2. 安南

もう一つ、清朝が賓際に派兵した事例として、 1793年の安南派兵があげられる。そ

もそもの護端は1773年、院文岳・院文悪・院文呂の西山院氏兄弟が慶南院氏に封して

起こした武装蜂起（西山薫反乱）である。西山院氏の勢力は急速に蹟大し、 1776年に

は贋南院氏を滅ぽした。さらに1786年にはハノイ（HaNt)i）を占領し、安南察朝の

権臣鄭氏一族を滅ぼす。その混乱のなか安南王室関係者60名が虞西鎮南関へ逃亡した。

これを受けて、 1787年、雨虞線督孫士毅は、「百数十年朝貢を行ってきた園の滅亡

は、天朝の憧統に関わる重大事であり、派兵は避けられない（百幾十年来朝貢之園、

忽罵湖滅、賓奥我天朝佳統依閥、不得不調集官兵伐暴討罪。）」と即時派兵を主張す

る（51）。 乾隆帝はこれに封し明確な反封を示さなかった。孫士毅は、 11月、安南領内

に入札その月のっちにハノイに入城し、禁維部を正式な安南園王に珊封した。

1788年 1月、ハノイに現れた院文恵軍は、孫士毅率いる清朝軍を散々に撃破した。

孫士毅と察維郁は鎮南関に返却し、事後慮理は幅康安が権嘗した。幅康安と乾隆帝の

方針は、院文恵との戟闘は繕績できないため講和を行うが、少なくとも数同は院文恵

側の遣使を拒絶し、「天朝瞳面」を保つ、というものであった。院文悪側でも院文岳

との不和を抱えていることから、この方針に沿って複数同遺使を行った。院文恵の

「乞降」と安南園王珊封が認められたのは1789年 3月のことであった。この時、院文

恵、本人が翌年に迫った乾隆帝の八句寓書にあわせて北京を訪れることが決まった（52）。

同年、禁維郁一族は締髪にしたうえで、八旗安南ニル（niru）に編入されることとな

った（53）。

この1788年の安南政局への武力介入においては、「聾罪征討」すなわち、清朝が設

定する朝貢加封関係の嘗篤からの逸股が、武力行使の理由とされた（54）。結果は封ビ

ルマ戦宇同様、大敗北を喫したにも関わらず、針安南戟宇は速やかに終結した。これ

は安南院文悪側が清朝側の要求する「天朝韓面」に合致した行動をとることを承認し

たためであろう 。

( 3 ) 「沈歎外交」と「十全武功」のあいだ

ここまでに見たように、清朝の封外政策は、直接的な関係を持とうとしない「沈歎

外交」と「問罪」を目的とする武力行使を含む直接的な交渉を行う場合とがあったこ

とが確認できる。このうち、武力行使が賓行されたのは、乾隆後宇期のみであったこ

とから、清代全世豊をみるならば奮明領においては非介入が基調であったと言える。

安南政策は、 1787年に贋東嘗局が介入を強く主張したときに乾隆帝が明確な反封を

行なわず派兵に至った以外は、地方嘗局の介入姿勢を清朝中植が抑制して介入が同避

されることが多い。たとえば、 1724年の雲南盤駅道李衛の上奏に端を設する雲南省開

化府南端の領土問題においては、李衡や雲貴線督郭爾泰、雨虞線、督孔銃均は派兵も辞

さない強い態度で臨むべきとした（55）のに封し、薙正帝は「安南園王が恭順であれば

問題ない」として、問題となった土地を安南に「賞賜」している （56）。1799年に安南
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（西山）院朝と抗宇していた農耐院氏の部下院進定が虞東に漂着した際、雨虞綿督吉

慶は、これを 「忠義」であるとして丁重に送還しようとしたのに封し、嘉慶帝は一方

への特別な封慮は介入要請を招く可能性があるとして吉慶を牽制している。さらに、

嘉慶帝は翌年以降、安南院朝が滅亡しようとしたときにも、介入は行わないことを強

調している（57）。

さらに、ビルマ・安南へ派兵した場合においても清朝嘗局は境界線の再設定に言及

しなかったことにも注意しておきたい。清朝の園際関係運用においては、明末の園際

環境は所輿の保件であり、髪、更を加えるべきものではなかった。

境界を接していても武力行使の同避と園際関係秩序の現状維持が第一の選揮肢であ

れば、海外への介入が行われないのは嘗然ともいえる。 「沈歎外交」が行われていた

日本、ジャワ、逗羅、スールーあるいは目立った介入を行わなかった琉球などはすべ

て海を隔てた地域であり、清朝領域に直接関係しえない海外事情を、清朝が重視する

契機は存在しなかった。むしろ不用意に 「天朝髄面」との関係に言及してしまうと、

何らかの形で介入が必要となり、安定している園際関係秩序を自ら混乱させかねない。

すなわち「沈歎」することで、「天草月瞳面」と国際環境の維持の雨方が維持可能にな

ったのである。

以上の態度は、岩井茂樹が示唆するように 「天朝憧制」という語で説明できょう（58）。

「沈歎外交」であれ、武力行使であれ、そこに貫徹されるのは奮明領における 「天朝

としての清」という論理であり、一方で、奮明領内部において 「天朝」としての強面に

合致さえすれば、武力介入も 「沈歎外交」も可能で、あった。特に 「天朝」としての自

主像が強烈に意識された乾隆後半以降（59）においては、武力介入に積極的な姿勢をと

る必要があった。「御製十全記』における 「中園を守るものは、武を僅せ、文を修め

るなどと自らの弱さを示すようなことを口にしてはならない。（「守中園（60）者、不可

徒言僅武修文以自示弱也。」）」という表現や、乾隆三十年代以降増加する「聾罪致討

（罪を鳴らして討伐する）」という表現にみられるように、「天朝」は少なくとも表面

的には常に武力行使の準備がなければならなかった（61）。この 「天朝」意識が生んだ

のが武力行使を稽揚する 「十全武功」、あるいは貌源 『聖武記』などの言設であっ

た（62）。 乾隆後宇期には、この意識のために地方首局の介入姿勢を抑制できなかった

事例も存在はしたが、ほとんどの場合、釘外政策は清朝中植が主導した非介入を基調

とした。清朝の自董像（あるいは清朝みずから定めるあるべき姿）がどのようなもの

であれ、そよLと貰際の針外政策は別箇のものであると考えるべきであろう 。

第三節 西洋諸国との関係

( 1 ) マカオの明清交替

最後に明代から継承した“他者”であるマカオと西洋諸園への態度について検討し

ておこう 。1640年代から40年績く中園における明清交替は、中園貿易に利害を有する
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西洋諸園においても重大事で、あった。特に明清交替に関わったのはマカオとオランダ

である。オランダは、マカオ占領に失敗した後、憂i管を援黒占に貿易をつづけ、正式な

貿易の認可を狙って、 1656年からたびたび使節を派遣するようになった（63）。前述の

とおり、 1662年のゼーランディア城陥落後は清朝と協同して鄭氏の擾貼慶門を攻撃す

るなど、協力関係の強化も念頭に置いていたが、鄭氏降伏後、オランダをめぐる貿易

保件の改善はなされなかった。

さらに明清交替に穣弄されたのがマカオである。現在のマカオ牢島に嘗たる壕鏡に

市舶司が置かれた1535年以来、明朝滅亡まで100年あまり、マカオは中園・日本貿易

の重要な結節貼となっていた。1644年の清朝北京占領後、南明政権は、マカオにおけ

る各種制限を解除し、マカオ政磨、へ接近する（64）。 マカオはこれに麿じて、永暦政権

へ300名の援軍を派遣するが（65）、1646年年末までに南明永暦政権は桂林へ退却した。

その後、 1649年初頭からマカオ政聴の永暦帝への援助は中断し（66）、1650年11月、贋

州城が清朝によって占領されると （67）、翌年 1月、マカオ政層、は贋州へ使者を送り、

清朝への蹄順を表明した（68）。

1655年、清朝は鄭氏針策の一環として海禁を開始した。首手刀、海禁は巌密なもので

はなかったが、 1662年 5月、清朝贋東嘗局はマカオも海禁の封象として封鎖を行った。

マカオ政憶は、平南王街可喜と交渉し、海上交易と食糧購入を歎認させ、さらに北京

の宣教師を通じて海禁解除を要請したが、 j青朝虞東嘗局者は強硬にマカオ放棄を求め、

そのたびにマカオ政薦、がE額の賄賂を贈ることが緩いた（69）。

1667年末、マカオに針する遷界令遁用が解除された（70）。 これに謝意を表すため、

1670年、ポルトガル園王（Reide Portugal)の使節が北京へ派遣された（71）。 ポルト

yゲノレ（Reinode Portugal)からは1678年、再び使節が派遣され（72）、これに麿じて

康照帝は、マカオの海禁の完全解除を宣言 し、同時にマカオと度外｜の陸路での取引に

関税をかけることとした。海禁解除後も、マカオはたびたび、清朝現地嘗局から堅迫を

受けた。三藩の乱護生時には、 1678年12月、マカオは尚之イ言の軍によって二週間徐り

包園され、銀23000雨絵の上納を強いられた（73）。 1683年、鄭氏豊i脅が清朝によ って接

牧され、海闘が沿海各省に設置されると、マカオにも 1684年、卑j毎闘j奥門縛、口が置か

れ、マカオにおける取引の管理を華商同様に行うこととなった（74）。 マカオ嘗局は、

海闘線口設置による清朝の管理強化に反針したが（75）、撤同はきれなかった。

( 2 ) 釘西洋諸園政策上のマカオの位置附け

17世紀末までには清朝から見たマカオの園際関係上の位置はほぼ固まり、虞東へ来

航する西洋人に封する憲口となった。マカオは、それ白煙で東南アジアとインド、中

国を結ぶ交易の結節貼であったが（76）、その貿易取引額は、中園側からすればそれほ

ど重大なものではなかった。むしろ重要で、あったのは、西洋人の出入札すなわちカ

トリック宣教師（CatholicMissionary）と虞東で取引を行う西洋商人の取り扱いへ

の閥輿であった。
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1. 宣教師の管理

マカオが17世紀を逼じてイエズス曾（SocietasIesu）の東アジアにおける活動の

援貼であったことはよく知られている（77）。 マカオにカトリックの中園布教を意園す

る人々が多数存在することは、清朝も認識していたが、マカオ蹄順に嘗たり、それを

問題にはしなかった。

清朝領域内におけるカトリ ック宣教が問題視されるのは、 1693年の「典耀問題」以

降のことである。周知のとおり、先組や孔子崇奔を禁止するローマ教皇薦、（Curia

Romana）の方針に反唆した康照帝はカトリ ック宣教を禁止した（78）。 しかし、その

後もマカオあるいはマニラから清朝領内に入ったカトリ ック宣教師たちは各地で宣教

を行い、一定の成果をあげていた（79）。 そのために、しばしばカトリック教曾摘護事

件が後生する （80）。

摘穫されたカトリック宣教師は乾隆十二年幅安教案のように一部が慮刑されること

もあったが（81）、ほとんどの場合、マカオに途られ、マカオ嘗局に彼ら宣教師を本園

へ送還するよう要請が行われた（82）。 また、宣教を事門とする組織（「唐人廟」）がマ

カオ内部および周漫で宣教活動を行っていることを清朝は問題視することもあったが

(83）、 教舎を撤去することは無かった。西洋人の内地宣教に封し死罪を遁用すること

が正式に定められたのは1811年であったが、マカオ内部における宣教活動はその慮罰

針象に含まれていない（84）。 マカオは、「内地」ではない特殊な空間とされていたので

ある。

2.慶州、｜における貿易とマカオ

マカオは、同時に慶州、｜での交易を希望する西洋商人の擦黙ともなっていた。西洋商

人の取引が贋州に限定される1755年以前から、慶州は西洋商人の封中交易の中心地で

あった（85）。 海外から虞州を訪れようとする西洋商人はマカオ近海でナビゲーターを

雇い、マカオへ入港した。ここで清朝官憲の検査を受け、そのうえで珠江を遡航した。

貨物は、珠江中川｜の責捕に揚陸され、交易白骨豊は慶州城外十三行（86）において行われ

たが、慶州へのアクセス（access）において、マカオは否麿なく経過すべき地黙であ

った。また清朝は、度外｜における長期滞在を許さなかったが、マカオにおいては、特

に制限を設けなかった（87）。 さらにマカオ内部における行政権のほとんどを、マカオ

政瞬、に行使させていた（88）。 このことも、清朝はマカオを事賓上、清朝領域の外部と

していた事を示している。

このような領域内の外部であるマカオの存在は、いかにして正嘗イとされていたのだ

ろうか。マカオ内部においては、明末以来、海賊針策に協力した報償としてマカオの

領有が認可されたという 言設があった（89）。 しかし、清朝側ではそのような言設は全

く共有されておらず、明代からポルトガル人がマカオに居住し（90）、彼らとの交易で

生活している虞東の民衆も多数存在しているため、これを騒逐するのは君、びないとい

う論理で、マカオにおける西洋人の存在を正嘗化していた（91)。この論理には、「マカ
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オへの居住を許した明朝の方式は誤っていた」と附言されていたことも指摘しておく

必要があろう 。マカオは贋東における宣教師の扱いや西洋系商人との交易に不可扶な

要素でありながら、その「本来あってはならない」マカオの存在を許したのは前代の

明朝であり、現在の清朝には何ら責任はないという論理で、その存在が正嘗化されて

いたので、ある。

3.横大する英園（GreatBritain）の貿易シェア（share)

中園の封ヨーロッパ貿易は遷界令解除以降、増加傾向にあったことはよく知られて

いる。中でも、英園の針中貿易シェア（東インド曾枇EastIndia Company ・地方

商人含む）は英図の茶僚例改正以降 (1773）、急激に横大し、 18世紀末までに虞東へ

の輸入額の65%、虞東からの輪出額の95%を占めていた（92）。しかし、このことは、

必ずしもイギリスや、あるいはそれ以外の園の中園沿海での影響力を蹟大することに

はならなかった。宮中のイエズス曾宣教師という北京の清朝中植へのチャネル（dip-

lomatic channel）を持つマカオに封し（93）、英図は北京へのチャネルを確保できなか

った。英人は清朝中枢に封して、何らかの要求がある場合、行商を逼じて卑海閥監

督・雨虞綿督に連絡し、さらにそこから北京へ通達する必要があったが、賓際には不

可能で、あった。そのため、マカートニー（GeorgeMacartney）、アマースト (Jeffery

Amherst）などが派遣されたのであるが、成果はなかった（94）。西洋諸園の影響力は、

清初のオランダとマカオを除き、 19世紀初頭に至るまでほとんど存在しなかったと言

える。

1802年および1808年、マカオ占領を目的とする英軍が珠江河口附近に現れ、 1808年

9月には、 賓際にマカオに上陸するという事件があった。この時も、嘉慶帝の退去勧

告が虞州、｜へ届くと、英図側はすぐに退去を決定しており、清朝が英園を園際関係上の

脅威と見るような契機とはならなかった。このため清朝中植の園際関係、の観貼からい

えば、特に問題の生じていない西洋諸園との交渉は、優先順位の低い事項であった。

ただし、封西洋貿易は虞東嘗局者にとっては地域の安全保障と経済の安定に関わる極

めて重大な事項であった。この中央と地方での優先順位の格差は、針西洋政策を雨虞

線督以下虞東の地方嘗局者の管理下に置き、封西洋政策の詳細を北京の清朝中植に報

告しないという構造を成立させることになった（95）。

英図の封中貿易のシェアと貿易額の蹟大に伴い、英国側にはある程度の不満はあっ

たが、清朝への軍事力行使と東アジアにおける影響力横大について賓際に議論される

のは、周知のとおり、 1833年に英東インド舎枇の封中貿易特権が取り消され、本圏外

務省が直接封臆するようになって以降のことである（96）。奮明領をめぐる園際関係は、

英園の針中政策特換まで、大きく髪、化する契機をもたなかったのである。

門

i4
・



おわりに

本稿で概観した、清代の奮明領園際関係の展開は以下のようなものとなろう。清朝

は、奮明領を接牧するに嘗たり、憂i脅を接牧したことを除けば、日月末の園際環境をそ

のまま維持・安定させようとしていた。勝髪など清朝の服制を朝貢園に強制すること

もなく、むしろ鱗髪を、内外を分かつ指標として利用した。この基調はその後も繕積

され、武力介入を行った場合でも、境界の再設定に言及することはなかった。清朝は

賓際の行動を圏内、なかんずく奮明領に向けて、「天朝韓制」の論理に合致するよう

に設明できさえすれば、いかなる態度をとることも可能で、あったが、清朝は、奮明領

接牧時の園際環境維持を基調とすることを選揮していたのである。

西洋諸国への封麿も、奮明領接牧時のものをそのまま利用し、三藩の首し終結後に貿

易制限を解除したほかは、マカオや虞東における交易の維持など、明末以来の構造を

維持し、その後も現状の追認と非介入を基調としていたと言える。このような基調が

維持できたのは、ひとえに、奮明領をめぐる園際環境が、ジュンガルと封峠する西北

と異なり、安定したものであり、その維持こそが清朝の利盆となっていたからであろ

つ。

清朝の東南に向けた態度は、概して微温的であったとしばしば指摘されてきた。そ

れは、本稿での検討を踏まえるならば、奮明朝の影響力を排除した後は、そこに安全

保障上の重要性・利害が存在しなかったからにほかならない。明朝は、中期以降、滅

亡の直前まで銀の大量供給と交易の急激な蹟大に仲う園際経済・園際政治における大

捷動に練弄された。これに針し、奮明領を接牧した清朝は、その時の国際環境を保存

することで、明朝の苦闘の果賓を享受していたのである。
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Ch'ing diplomatic policy in respect to the old Ming 
tributaries (1644-1840) 

by 

Yasufumi Toyooka 

Since the latter half of the 1990s, academic works on the wide differences between the 

commerce-controlling systems of the Ming and Ch'ing dynasties have questioned the validity 

of the tributary system theory of the Ming and Ch'ing periods. Describing the Ch'ing as a 

simple successor to the Ming is difficult nowadays. This article re-examines the Ch'ing 

diplomatic keynote for the surrounding countries of the old Ming dynasty. 

The Ch'ing inherited the Ming territory and the ceremonious Ming protocol of tributary 

relations with the surrounding tributaries. The underlying tone of the Ch'ing central govern

ment's diplomatic policy was to maintain the international situation that prevailed during and 

after the late Ming period. After the surrender of the Zheng family in Taiwan, no diplomatic 

problem required the Ch'ing to intervene abroad. The exception was the dispatch of troops 

to Burma and Annam by the Ch'ing local authorities in the 18th century; however, the Ch'ing 

central government essentially restrained the military intervention of these local authorities 

in the surrounding countries. 

The Ch'ing non-interventionist diplomatic policy in respect to its southeastern neighbours 

was based on the stability of the international situation during the late Ming period. Borders 

between the Ming territory and surrounding countries were internationally recognised since 

the late Ming period, and maintenance of the international situation of the late Ming period 

was the best security measure for the Ch'ing southeastern periphery. It was necessary to 

secure the safety of the old Ming territory for the Ch'ing because they faced a fierce rivalry 

from the Dzungar on their northwestern boundary. 

In conclusion, the Confucian words such as 'tribute' (4!JI~) and 'Middle Kingdom' (rp 
~) that had formerly illustrated the historical international relations of China with its 

surrounding countries are irrelevant while explaining Ch'ing diplomatic policies before the 

two opium wars. 


